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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の連続したフレームからなる動画像を映像信号として出力するに際して、
　上記動画像から、復号化時に他のフレームから参照されないフレームを優先的に選択し
て視覚的な影響が無視できる程度の改変を加えるフレーム改変ステップを有し、
　上記フレーム改変ステップにおいては、上記動画像を、複数の連続したフレームからな
る単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレームの復号化が行われる動画像
圧縮方式に従ってエンコードした際に、改変を加えたフレームが動き補償を阻害し、これ
によって予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くような改変を加えること
　を特徴とする映像信号出力方法。
【請求項２】
　上記フレーム改変ステップにより改変が加えられたフレームを含む映像信号を、複数の
連続したフレームからなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレームの
復号化が行われる動画像圧縮方式に従ったビットストリームとして、デジタル信号で出力
すること
　を特徴とする請求項１記載の映像信号出力方法。
【請求項３】
　上記フレーム改変ステップにおいては、全てのフレームに対して改変を加えること
　を特徴とする請求項１記載の映像信号出力方法。
【請求項４】
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　上記フレーム改変ステップにおいては、改変前のフレームを構成する少なくとも１つの
画素の情報を、当該画素の近傍に位置する画素の情報と入れ替えることにより改変を加え
ること
　を特徴とする請求項１記載の映像信号出力方法。
【請求項５】
　上記フレーム改変ステップにおいては、改変前のフレームのうちの少なくとも一部を変
形させることにより改変を加えること
　を特徴とする請求項１記載の映像信号出力方法。
【請求項６】
　複数の連続したフレームからなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフ
レームの復号化が行われる動画像圧縮方式に従ってビットストリームを出力するデジタル
信号出力装置において、
　上記単位グループを構成するフレーム中、復号化時に他のフレームから参照されないフ
レームを優先的に選択して視覚的な影響が無視できる程度の改変を加えるフレーム改変手
段を備え、
　上記フレーム改変手段は、上記ビットストリームをアナログ信号に変換した後に再び上
記動画像圧縮方式に従ってエンコードした際に、改変を加えたフレームが動き補償を阻害
し、これによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くような改変を加えること
　を特徴とするデジタル信号出力装置。
【請求項７】
　デジタル信号出力装置において映像信号出力処理を実行させるプログラムであり、
　前記デジタル信号出力装置の制御部に、複数の連続したフレームからなる動画像を映像
信号として出力するに際して、上記動画像から、復号化時に他のフレームから参照されな
いフレームを優先的に選択して視覚的な影響が無視できる程度の改変を加えるフレーム改
変ステップを実行させ、
　さらに、上記フレーム改変ステップの実行に際して、前記制御部に、上記動画像を、複
数の連続したフレームからなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレー
ムの復号化が行われる動画像圧縮方式に従ってエンコードした際に、改変を加えたフレー
ムが動き補償を阻害し、これによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くよう
な改変を加えるステップを実行させるためのプログラム。
【請求項８】
　デジタル信号出力装置において映像信号出力処理を実行させるプログラムを記録した情
報記録媒体であり、
　前記デジタル信号出力装置の制御部に、複数の連続したフレームからなる動画像を映像
信号として出力するに際して、上記動画像から、復号化時に他のフレームから参照されな
いフレームを優先的に選択して視覚的な影響が無視できる程度の改変を実行させるフレー
ム改変ステップを実行させ、
　さらに、上記フレーム改変ステップの実行に際して、前記制御部に、上記動画像を、複
数の連続したフレームからなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレー
ムの復号化が行われる動画像圧縮方式に従ってエンコードした際に、改変を加えたフレー
ムが動き補償を阻害し、これによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くよう
な改変を加えるステップを実行させるためのプログラムを記録したことを特徴とする情報
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
本発明は、デジタル信号出力方法、デジタル信号出力装置、画像処理装置、画像処理方法
、及び情報記録媒体、並びにコンピュータ・プログラムに関し、特に、動画像情報を不正
に複製した場合に劣化を生じせしめることによって著作権の保護に貢献できるようにした
デジタル信号出力方法、デジタル信号出力装置、画像処理装置、画像処理方法、及び情報
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記録媒体、並びにコンピュータ・プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、例えばビデオテープレコーダ装置や衛星放送システムなどにおいて、動画像の
不正な複製を防止する、いわゆるコピーガードシステムとしては、マクロビジョン社（Ma
crovision Corporation）のＡＧＣパルス方式が知られている。
【０００３】
ＡＧＣパルス方式は、ビデオテープレコーダ装置に搭載されたＡＧＣ（Automatic Gain C
ontrol）を誤動作させることにより、出力ソースを正常に録画できないようにする技術で
ある。ＡＧＣは、入力信号の利得（gain）を自動調整して適切な感度を保つための回路で
あり、民生用のビデオテープレコーダ装置に広く搭載されている。
【０００４】
一般に、民生用の映像機器で相互に入出力される映像信号は、輝度信号、色信号、走査用
の同期信号、カラーバースト信号などからなる。映像信号は、時間軸上において、１走査
分の輝度信号及び色差信号が水平ブランキングと呼ばれる若干のインターバルで区切られ
ており、この水平ブランキングに水平同期信号とカラーバースト信号が格納されている。
また、映像信号は、動画像を構成する１フィールド毎に設けられた垂直ブランキングに垂
直同期信号が格納されている。そして、一般の民生用の映像機器では、これら水平同期信
号及び垂直同期信号を用いて画像の走査タイミングを調整し、カラーバースト信号を用い
てカラー信号を復調している。
【０００５】
ＡＧＣパルス方式は、輝度信号及び色差信号に対しては変更を加えずに、上述したブラン
キング部分に誤った信号を混入させることによって、ビデオテープレコーダ装置に搭載さ
れたＡＧＣの同期を誤動作させるものである。すなわち、ＡＧＣパルス方式では、このよ
うにＡＧＣを誤動作させることによって、映像信号を不正に複製することを防止している
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、ＡＧＣパルス方式では、映像信号のブランキング部分に誤った信号が混
入されていることにより不正な複製を防止している。したがって、例えば、映像の複製時
にブランキング部分の同期信号を入れ替えるだけで、不正な複製を行うことが可能である
といった問題があった。
【０００７】
また、近年では、例えば、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等のように、画像や音声を
デジタル方式で記録する情報記録媒体が普及しつつある。ＤＶＤでは、画像情報や音声情
報を記録するにあたり、ISO/IEC11172（MPEG-１）、又はISO/IEC13818（MPEG-2）で規定
された符号化方式が用いられることが多い。従来から、このようなＤＶＤに対して画像や
音声などを記録再生する場合には専用の記録再生装置（以下、ＤＶＤプレーヤと称する。
）が用いられているが、近年では、いわゆるパーソナルコンピュータ装置を利用しても自
由に記録再生が行われるようになりつつある。また、ＤＶＤに記録された画像や音声を、
パーソナルコンピュータ装置に搭載されたハードディスク装置（ＨＤＤ）などに複製する
ことなども行われている。
【０００８】
このように、パーソナルコンピュータ装置を用いて画像や音声を記録又は複製する場合に
は、映像信号のブランキング部分が利用されないため、従来から用いられていたＡＧＣパ
ルス方式によっては不正な複製を防止することができないといった問題があった。
【０００９】
また、例えばＤＶＤプレーヤやパーソナルコンピュータ装置などを用いて映像信号をデジ
タル方式で複製する場合には、例えばＣＰＲＭ（Content Protection for Recordable Me
dia）などの技術によって不正な複製を防止することができる。しかしながら、例えばＲ
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ＧＢ出力を介するなどしてアナログ方式の信号に変換した後に、再度デジタル方式に変換
して記録する場合においては、ＣＰＲＭ技術などを用いて不正な複製を防止することがで
きないといった問題があった。
【００１０】
そこで本発明は、上述した従来の実情に鑑みてなされたものであり、動画像の不正な複製
を確実に防止することを可能とするデジタル信号出力方法、及びデジタル信号出力装置画
像処理装置、画像処理方法を提供することを目的とする。また、本発明は、不正な複製を
確実に防止することが可能な形で動画像が記録されてなる情報記録媒体を提供することを
目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の請求項１にかかる映像信号出力方法は、複数の連続したフレームからなる動画
像を映像信号として出力するに際して、上記動画像から、復号化時に他のフレームから参
照されないフレームを優先的に選択して視覚的な影響が無視できる程度の改変を加えるフ
レーム改変ステップを有し、上記フレーム改変ステップにおいては、上記動画像を、複数
の連続したフレームからなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレーム
の復号化が行われる動画像圧縮方式に従ってエンコードした際に、改変を加えたフレーム
が動き補償を阻害し、これによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くような
改変を加える。
【００１２】
　さらに、本発明の請求項６にかかるデジタル信号出力装置は、複数の連続したフレーム
からなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレームの復号化が行われる
動画像圧縮方式に従ってビットストリームを出力するデジタル信号出力装置において、上
記単位グループを構成するフレーム中、復号化時に他のフレームから参照されないフレー
ムを優先的に選択して視覚的な影響が無視できる程度の改変を加えるフレーム改変手段を
備え、上記フレーム改変手段は、上記ビットストリームをアナログ信号に変換した後に再
び上記動画像圧縮方式に従ってエンコードした際に、改変を加えたフレームが動き補償を
阻害し、これによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くような改変を加える
。
【００１３】
　また、本発明の請求項７に係るプログラムは、デジタル信号出力装置において映像信号
出力処理を実行させるプログラムであり、前記デジタル信号出力装置の制御部に、複数の
連続したフレームからなる動画像を映像信号として出力するに際して、上記動画像から、
復号化時に他のフレームから参照されないフレームを優先的に選択して視覚的な影響が無
視できる程度の改変を加えるフレーム改変ステップを実行させ、さらに、上記フレーム改
変ステップの実行に際して、前記制御部に、上記動画像を、複数の連続したフレームから
なる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレームの復号化が行われる動画
像圧縮方式に従ってエンコードした際に、改変を加えたフレームが動き補償を阻害し、こ
れによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くような改変を加えるステップを
実行させるためのプログラムである。
【００１４】
　また、本発明の請求項８に係る記録媒体は、デジタル信号出力装置において映像信号出
力処理を実行させるプログラムを記録した情報記録媒体であり、前記デジタル信号出力装
置の制御部に、複数の連続したフレームからなる動画像を映像信号として出力するに際し
て、上記動画像から、復号化時に他のフレームから参照されないフレームを優先的に選択
して視覚的な影響が無視できる程度の改変を実行させるフレーム改変ステップを実行させ
、さらに、上記フレーム改変ステップの実行に際して、前記制御部に、上記動画像を、複
数の連続したフレームからなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレー
ムの復号化が行われる動画像圧縮方式に従ってエンコードした際に、改変を加えたフレー
ムが動き補償を阻害し、これによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くよう
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な改変を加えるステップを実行させるためのプログラムを記録したことを特徴とする情報
記録媒体である。
【００２３】
以上のように構成された本発明においては、デジタル信号であるビットストリームとして
、或いはアナログ信号として出力された映像信号に含まれる少なくとも１つのフレームが
、アナログ信号に変換した後に再び上記動画像圧縮方式に従ってエンコードした際に、動
き補償を阻害し、これにより予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くように改変さ
れている。したがって、アナログ方式に変換後に再度エンコードを行うことによる不正な
複製を防止することができる。なお、デジタル方式の信号を介しての複製は、従来から利
用されているＣＰＲＭなどの技術を用いればよい。このため、本発明によれば、不正な複
製を確実に防止して、著作権の保護に貢献することができる。また、本発明においては、
フレームに加える改変が視覚的な影響が無視できる程度であることから、複製をせずに視
聴する場合には違和感が生じない。
【００２４】
また、本発明において改変を加えるフレームは、復号化時に他のフレームから参照されな
いフレームを選出して、このフレームに対して行うことが望ましい。具体的には、後述す
る実施の形態で説明するように、例えばＭＰＥＧストリームにおけるＢピクチャに対して
改変を加えることが望ましい。これにより、ビットストリームを直接視聴した場合、或い
はデジタル方式により正規な複製を行って視聴した場合やエンコードした場合などにおい
て、他のフレームの復号化に悪影響が生じることがなく、改変前のオリジナルなフレーム
（或いはビットストリーム）に対してほとんど変化のないフレーム或いはビットストリー
ムを出力することができる。
【００２５】
また、本発明においては、ビットストリームに含まれる単位グループ中で１つのフレーム
に対してのみ改変を加えるとしてもよいが、後述する実施の形態において説明するように
、再エンコードにより不正に複製した画像を確実に劣化させるためには、単位グループ中
の複数のフレームに対して改変を加えるとしてもよい。また、改変を加えるに際しては、
所定のフレーム内だけで改変するとしてもよいし、単位グループを構成する全てのフレー
ムに対して連続的に微妙な改変を施すとしてもよい。
【００２６】
また、本発明において、フレームに加える改変としては、具体的には以下に挙げるような
改変を採用することができる。
【００２７】
すなわち、例えば、改変前のフレームを構成する少なくとも１つの画素の情報を、当該画
素の近傍に位置する画素の情報と入れ替えることにより改変を加えるとしてもよい。また
、例えば、改変前のフレームのうちの少なくとも一部を変形させることにより改変を加え
るとしてもよい。また、例えば、改変前のフレームにおける色差信号にノイズを付与する
ことにより改変を加えるとしてもよい。このような改変を加えることにより、視覚的な影
響が無視できる程度で、且つ不正な複製を防止するに十分な劣化を生ぜしめることができ
る。
【００２８】
なお、改変前における色差信号にノイズを付与する場合においては、例えばフレームの所
定の領域だけにノイズを付与するとしてもよいし、１次元的な方向にのみノイズを付与す
るとしてもよいが、改変するフレーム全体に２次元的に分散したノイズを付与することが
望ましい。これにより、一連のビットストリームに含まれる各単位グループ毎に、効率的
に改変を加えることが容易となる。具体的には、改変するフレームに対して離散コサイン
変換処理を行った後に、所定の係数を入れ替え、さらに上記動画像圧縮方式に従ってエン
コードすることにより、改変するフレーム全体に２次元的に分散したノイズを付与するこ
とができ、一連のビットストリームに対して、係数の入れ替えを行うだけで極めて簡便且
つ効率的にノイズを付与することができる。
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【００２９】
なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実行
可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒
体、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記憶媒体、あるいは、ネットワークなど
の通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラム
をコンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログラ
ムに応じた処理が実現される。
【００３０】
本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基づ
く、より詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下では、複
数の連続したフレームからなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他のフレー
ムの復号化が行われる動画像圧縮方式として、ISO/IEC11172（MPEG-１）、又はISO/IEC13
818（MPEG-2）で規定された符号化方式（以下、ＭＰＥＧと称する。）を用いる場合を例
に挙げて説明する。そこで、先ず、ＭＰＥＧ技術の概略について説明する。
【００３２】
なお、本発明は、ＭＰＥＧ技術を利用したデジタル信号出力方法、デジタル信号出力装置
、画像処理装置、画像処理方法、及び情報記録媒体に対しての適用に限定されるものでは
なく、複数の連続したフレームからなる単位グループ毎に、所定のフレームに基づいて他
のフレームの復号化が行われる動画像圧縮方式を利用したものに対して広く適用すること
ができる。また、本発明は、動画像の不正な複製を防止することを目的としているが、以
下の説明と同様の手法を用いることにより、動画像のみならず、音声情報や各種のデジタ
ルデータ等の不正な複製を防止する技術を容易に確立することができる。
【００３３】
ＭＰＥＧは、空間型圧縮と時間型圧縮双方を利用した非可逆圧縮方式である。ＭＰＥＧに
おいては、一連の動画像を構成する各フレームが独立しているわけではなく、ＧＯＰ（Gr
oup of Picture）という単位グループ毎に圧縮（エンコード）又は伸張（デコード）が行
われる。ＧＯＰは、Ｉフレーム、Ｐフレーム、及びＢフレームから構成されている。
【００３４】
Ｉフレーム（Intra Picture）は、ＧＯＰ内の他のフレームを圧縮又は伸張する際に基準
となるフレームであり、空間型圧縮のみが行われる。このＩフレームにおける空間型圧縮
は、８×８画素（ピクセル）を単位とした離散コサイン変換（ＤＣＴ：Discrete Cosine 
Transform）に基づいて行われる。Ｉフレームは、フレーム内圧縮のみしか行われないた
め、このフレームは他のフレームと比較して圧縮率が低く、データ量が多い。
【００３５】
Ｐフレーム（Predictive Picture）は、フレーム内圧縮の他に、時間軸順方向のみの予測
を取り入れ、Ｉフレームとの差異を元にした時間型（フレーム間）圧縮が行われる。した
がって、Ｐフレームは、フレーム内情報と、その前のＩフレーム及び／又はＰフレームの
情報とから伸張される。このため、Ｐフレームは、Ｉフレームと比較して圧縮率が高く、
データ量が少ない。
【００３６】
Ｂフレーム（Bidirectionally Predictive Picture）は、フレーム内圧縮の他に、前後フ
レームとの差異に基づいて、時間軸上の双方向で予測圧縮が行われる。したがって、Ｂフ
レームは、Ｐフレームよりもさらに圧縮率が高い。
【００３７】
つぎに、上述したＭＰＥＧ技術を利用したビデオストリームに対して、本発明を適用する
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ことにより不正な複製を防止する仕組みについて説明する。
【００３８】
ＭＰＥＧ技術により圧縮されたビデオストリームを映像信号として出力する映像機器は、
一般に、このビデオストリームを直接デジタル方式で出力するデジタル出力系統と、この
ビデオストリームをアナログ方式に変換して出力するアナログ出力系統とを備えている。
以下では、デジタル方式で出力されるビデオストリームをＭＰＥＧストリームと称し、ア
ナログ方式で出力されるビデオストリームをベースバンドストリームと称する。
【００３９】
このような映像機器から出力された映像信号を複製するに際しては、２つの場合が考えら
れる。
【００４０】
１つめの場合は、デジタル方式で出力されたＭＰＥＧストリームを、例えばハードディス
ク装置やＤＶＤ記録装置などのような情報記録媒体に対してデジタル方式のまま直接記録
する場合である。この場合には、例えばＣＰＲＭなどのような従来から用いられている複
製防止技術により不正な複製を防止することができる。
【００４１】
２つめの場合は、アナログ方式で出力されたベースバンドストリームを、例えばコンピュ
ータ装置やＤＶＤ記録装置の側で再度ＭＰＥＧエンコードを行った後に記録する場合であ
る。この場合には、従来から用いられている複製防止技術では不正な複製を防止すること
ができない。
【００４２】
そこで、ＭＰＥＧ技術により圧縮されたビデオストリームを出力する映像機器側で、この
ＭＰＥＧストリームに含まれる各ＧＯＰのうちの少なくとも１つのフレームに対して、視
覚的な影響が無視でき、且つ、再度のＭＰＥＧエンコードを行う際に予測による圧縮が困
難となるような改変を加えることによって、ベースバンドストリームを再度ＭＰＥＧエン
コードしたときに画像の劣化が生じるようにする。これにより、アナログ信号を介した動
画像の不正な複製を防止することができる。
【００４３】
なお、上述のようにして加える改変は、ベースバンドストリームに対して加えるとしても
よいし、ＭＰＥＧストリームに対して加えるとしてもよい。
【００４４】
ここで、フレームの「改変」についての具体的な説明は後述することとして、以下ではま
ず、如何にして画像の劣化が生じるかという点について、基本的な概略について説明する
。
【００４５】
以下では、図１に示すように、ＭＰＥＧ方式で動画像が記録された情報記録媒体であるＤ
ＶＤからＤＶＤプレーヤ１０によって動画像を読みとり、このＤＶＤプレーヤ１０からア
ナログ信号により出力されたベースバンドストリームを、デジタルビデオ記録装置２０に
よって記録する場合を想定して説明する。
【００４６】
デジタルビデオ記録装置２０は、ベースバンドストリームに対してＭＰＥＧ方式に基づい
た符号化処理を行うＭＰＥＧエンコーダ２１と、このＭＰＥＧエンコーダ２１によって生
成されたＭＰＥＧストリームを記録する記録装置２２とを備えている。
【００４７】
なお、ベースバンドストリームを出力する機器としては、以下の説明においてＤＶＤプレ
ーヤ１０を例に挙げるが、特にＤＶＤプレーヤ１０に限定されるものではなく、例えば衛
星放送を受信して映像信号を出力する衛星放送受信装置や、例えば各種のテープ状記録媒
体やディスク状記録媒体などに記録された動画像を読み取って映像信号として出力するよ
うな各種の映像機器であってもよい。
【００４８】
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また、ベースバンドストリームを変換することによりＭＰＥＧ方式で記録する機器として
は、以下の説明においてデジタルビデオ記録装置２０を例に挙げるが、このデジタルビデ
オ記録装置２０としては、例えばハードディスク装置内に動画像をデジタルデータとして
記録する各種のコンピュータ装置や、各種のテープ状記録媒体やディスク状記録媒体など
に動画像を記録する記録装置などを用いることができる。すなわち、記録装置２２として
は、ハードディスク装置であってもよいし、ＤＶＤ－ＲＷやＤＶＤ－ＲＡＭ等のような書
き込み可能なＤＶＤやなどであってもよい。
【００４９】
ここで、ＤＶＤプレーヤ１０からは、図２（ａ）に示すように、動画像を構成する一連の
フレーム（１画面分の画像）がベースバンドストリームとして出力される。このとき、図
２（ａ）中において網がけして示す第３のフレームが、改変されているものとする。
【００５０】
そして、デジタルビデオ記録装置２０に搭載されたＭＰＥＧエンコーダ２１においては、
ベースバンドストリームに含まれる各フレームを順次ＭＰＥＧ方式に基づいてエンコード
処理してゆくこととなるが、以下では、図２（ｂ）に示すように、改変された第３のフレ
ームがＰピクチャとしてエンコード処理される場合を想定する。
【００５１】
このとき、Ｐピクチャである第３のフレームは、ＭＰＥＧ圧縮による動き補償の効果によ
って、Ｉピクチャである第０のフレームと比較しておよそ１／３程度のデータ量で十分な
画質を得られることが期待される。しかしながら、ＭＰＥＧエンコーダ２１は、第３のフ
レームがＤＶＤプレーヤ１０からベースバンドストリームとして出力される時点で改変さ
れていることから、この第３のフレームをＭＰＥＧ圧縮する際に動き補償に用いることが
できるようなリファレンスをみつけることができない。
【００５２】
このため、第３のフレームは、Ｐピクチャでありながら、Ｉマクロブロックの比率が高く
なってしまう。換言すると、第３のフレームの画質を十分に確保するためには、Ｉピクチ
ャである第０のフレームと同程度のデータ量が必要とされることとなる。
【００５３】
しかしながら、第３のフレームは、Ｐピクチャであることから第０のフレームと比較して
１／３程度のデータ量に抑制され、このときに全てのマクロブロックが強く量子化される
ことにより、画質が大きく劣化することとなる。
【００５４】
一方、ＭＰＥＧエンコーダ２０は、第６のフレームをＰピクチャとしてＭＰＥＧエンコー
ドする際に、第３のフレームからの動き補償を期待することができない。このため、この
第６のフレームの画質も大きく劣化することとなる。また、次のＰピクチャである第９の
フレームは、第６のフレームからの動き補償が可能であるが、第６のフレームの画質が大
きく劣化していることから、画質が劣化することとなる。また、これらＰピクチャの中間
にあるＢピクチャ、すなわち第４のフレーム、第５のフレーム、第７のフレーム、及び第
８のフレームも、同様にして画質の劣化が生じる。このような画質の劣化は、改変が施さ
れた第３のフレームを含むＧＯＰにおける最後のフレームまで継承される。
【００５５】
上述のように、ベースバンドストリーム内の１つのフレームに対して改変を施すことによ
り、このベースバンドストリームを変換して生成されたＭＰＥＧストリームにおいては１
０フレーム以上程度の多くのフレームの画質が劣化してしまうこととなる。したがって、
アナログ信号を介して動画像を不正に複製することを確実に防止することができる。
【００５６】
なお、図２及び上述の説明においては、改変が施された第３のフレームが、ＭＰＥＧスト
リームにおいてＰピクチャとしてエンコードされた場合を想定しているが、上述した画質
劣化の効果は、改変を施したフレームがＢピクチャとしてエンコードされる場合には期待
することができない。したがって、ＤＶＤプレーヤ１０側で、ベースバンドストリームを
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構成する各フレームの中からフレームに対して改変を施す周期をランダムに変化させたり
、ランダムに選出した複数のフレームに対して改変を施すなどすることが望ましい。これ
により、改変を施したフレームがＰピクチャとしてエンコードされる確率を十分に高める
ことができ、複製された動画像に対して確実に劣化を生ぜしめることができる。
【００５７】
つぎに以下では、動画像がＤＶＤ３０にＭＰＥＧ方式で記録された状態で、予め上述した
ような改変が施されている場合について説明する。なお、以下ではＤＶＤ３０を例示して
説明するが、ＭＰＥＧ方式で記録されていれば、他の各種情報記録媒体であってもよい。
【００５８】
この場合に、図３に示すように、ＤＶＤ３０に記録された動画像をＤＶＤプレーヤ１０に
よって読み取り、ＭＰＥＧストリームのままでデジタル信号としてデジタルビデオ記録装
置２０に出力し、このデジタルビデオ記録装置２０内の記録装置２２に複製して記録する
ことを想定する。また、ＤＶＤ３０にＭＰＥＧ方式で記録された動画像は、図４（ａ）に
示すように、Ｂピクチャである第３のフレームが改変されているものとする。
【００５９】
この場合には、ＤＶＤプレーヤ１０からデジタルビデオ記録装置２０に対して動画像がＭ
ＰＥＧストリームのまま直接伝送されるため、ＭＰＥＧデコード或いはＭＰＥＧエンコー
ドは行われない。したがって、デジタルビデオ記録装置２０の記録装置２２には、図４（
ｂ）に示すように、図４（ａ）に示した元のＭＰＥＧストリームと同様に、Ｂピクチャで
ある改変された第３のフレームがそのままＢピクチャとして記録される。
【００６０】
この場合においては、デジタル信号により元のＭＰＥＧストリームのままで動画像が伝送
されているため、画像の劣化は生じない。このときの不正な複製の防止は、従来から用い
られているＣＰＲＭ等の各種複製防止技術を用いて行うことができる。
【００６１】
なお、デジタルビデオ記録装置２０側で、例えば解像度を変更して記録する場合には、誤
差や動きベクトルの補間が行われるが、改変が施されたＢピクチャの性質、すなわち不正
な複製の防止効果が損なわれることはない。
【００６２】
つぎに、図５に示すように、ＤＶＤ３０に記録された動画像をＤＶＤプレーヤ１０によっ
て読み取り、アナログ信号であるベースバンドストリームに変換した後にデジタルビデオ
記録装置２０に出力し、このデジタルビデオ記録装置２０内でＭＰＥＧエンコード処理を
行って記録装置２２に記録する場合を想定する。
【００６３】
この場合には、改変されたＢピクチャである第３のフレームを含む図６（ａ）に示すよう
なＭＰＥＧストリームが、ＤＶＤプレーヤ１０内に搭載されたＭＰＥＧデコーダによって
変換され、図６（ｂ）に示すようなベースバンドストリームとしてデジタルビデオ記録装
置２０に出力される。このとき、改変が行われた第３のフレームは、改変された情報を含
めてそのままアナログ信号として出力される。
【００６４】
そして、デジタルビデオ記録装置２０側に搭載されたＭＰＥＧエンコーダによって、図６
（ｃ）に示すように、改変された第３のフレームがＩピクチャ又はＰピクチャとしてＭＰ
ＥＧエンコードされると、図１及び図２を参照しながら説明したようにして画質の劣化が
生じることとなる。
【００６５】
つぎに以下では、ＤＶＤプレーヤ１０内でフレームの改変を行う場合について説明する。
すなわち、通常のＭＰＥＧ方式に基づいてＤＶＤ３０に記録された動画像をＤＶＤプレー
ヤ１０によって読み取り、このＤＶＤプレーヤ１０側でフレームの改変を行ってデジタル
ビデオ記録装置２０に出力する場合である。
【００６６】
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このとき、図７に示すように、ＤＶＤプレーヤ１０からデジタルビデオ記録装置２０に対
してデジタル信号により伝送する場合を考える。
【００６７】
この場合には、ＤＶＤプレーヤ１０内に搭載されたＭＰＥＧパーサー１１が、改変するに
際して適当なＢピクチャを探し出し、フレームの改変処理を行う画像処理部１２によって
、このＢピクチャに対して改変を施す。これにより、ＤＶＤ３０に記録された図８（ａ）
に示すようなＭＰＥＧストリームが、画像処理部１２によって、例えば図８（ｂ）に示す
ようなＭＰＥＧストリームに変換される。そして、この変換済みのＭＰＥＧストリームが
外部のデジタルビデオ記録装置２０に出力される。
【００６８】
デジタルビデオ記録装置２０は、ＭＰＥＧストリームがデジタル信号として伝送されるた
め、記録装置２２には、図８（ｃ）に示すように、図８（ｂ）に示したＭＰＥＧストリー
ムと同様に、Ｂピクチャである改変された第３のフレームがそのままＢピクチャとして記
録される。
【００６９】
この場合においては、デジタル信号により元のＭＰＥＧストリームのままで動画像が伝送
されているため、画像の劣化は生じない。このときの不正な複製の防止は、従来から用い
られているＣＰＲＭ等の各種複製防止技術を用いて行うことができる。なお、デジタルビ
デオ記録装置２０側で、例えば解像度を変更して記録する場合には、誤差や動きベクトル
の補間が行われるが、改変が施されたＢピクチャの性質、すなわち不正な複製の防止効果
が損なわれることはない。
【００７０】
したがって、例えば課金を支払うなどして正規な手続きを行った場合には、デジタル信号
による複製防止策を解除して、デジタルビデオ記録装置２０内の記録装置２２に複製する
ことが可能であるとともに、この記録装置２２に記録されたＭＰＥＧストリームを再度ア
ナログ信号を介して不正に複製するに際しては、図１及び図２を参照して説明したように
して画質の劣化が生じることとなる。
【００７１】
つぎに、０に示すように、ＤＶＤプレーヤ１０からデジタルビデオ記録装置２０に対して
アナログ信号により伝送する場合を考える。
【００７２】
この場合には、ＤＶＤ３０にＭＰＥＧ方式で記録された動画像を、ＤＶＤプレーヤ１０内
に搭載されたＭＰＥＧデコーダ１３によってベースバンドストリームに変換した後に、画
像処理部１２によって任意のフレームに対して改変を施す。そして、改変が施されたフレ
ームを含むベースバンドストリームは、ＤＶＤプレーヤ１０に搭載されたＮＴＳＣエンコ
ーダ１４によってＮＴＳＣ（National Television System Committee）方式のアナログ信
号に変換され、デジタルビデオ記録装置２０に出力される。
【００７３】
このとき、図１０（ａ）に示すようなＤＶＤ３０に記録された元のＭＰＥＧストリームは
、画像処理部１２によって図１０（ｂ）に示すようなベースバンドストリームとなる。な
お、図１０（ｂ）においては、第３のフレームが改変された場合を図示している。そして
、デジタルビデオ記録装置２０側で、図１０（ｃ）に示すように、改変された第３のフレ
ームがＩピクチャ又はＰピクチャとしてＭＰＥＧエンコードされると、図１及び図２を参
照しながら説明したようにして画質の劣化が生じることとなる。
【００７４】
なお、ＮＴＳＣエンコーダ１４に代えて、ＰＡＬ（Phase Alternation by Line）方式の
アナログ信号に変換処理するＰＡＬエンコーダや、ＳＥＣＡＭ（S'Equentiel Couleur'AM
emoire）方式のアナログ信号に変換処理するＳＥＣＡＭエンコーダを備えるとしてもよい
。
【００７５】
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なお、図９及び図１０においては、ＭＰＥＧストリームをＭＰＥＧデコーダ１３によって
ベースバンドストリームに変換処理した後に、フレームに対する改変を施す場合の例につ
いて図示しているが、図７及び図８で図示したように、ＭＰＥＧストリームに含まれるフ
レームに対して直接改変を施し、この改変を施した後のＭＰＥＧストリームをアナログ信
号であるベースバンドストリームに変換して出力した場合についても、上述と同様にして
アナログ信号を介した不正な複製を防止することができることは述べるまでもない。
【００７６】
すなわち、フレームに対する改変処理は、ＭＰＥＧストリームに対して施してもよいし、
ベースバンドストリームに対して施してもよい。
【００７７】
ここで、ＭＰＥＧストリームに対してフレームの改変を施す場合におけるＤＶＤプレーヤ
１０での一連の処理について、図１１を参照しながら説明する。ここでは、ＤＶＤプレー
ヤ１０に、図７に示すように、ＭＰＥＧパーサー１１及び画像処理部１２が備えられてい
るものとする。
【００７８】
この場合に、ＤＶＤ３０に記録されたＭＰＥＧストリームの読み取りが開始されると、Ｄ
ＶＤプレーヤ１０に備えられたＭＰＥＧパーサー１１は、図１２においてステップＳ１０
に示すように、ピクチャヘッダの解析を行い、各フレームがＩピクチャ、Ｂピクチャ、又
はＰピクチャのいずれであるかを解析する。そして、ステップＳ１１において、画像処理
部１２は、処理対象のピクチャがＢピクチャであるか否かを判断する。この判断の結果、
Ｂピクチャである場合には処理を次のステップＳ１２に進め、Ｂピクチャでない場合には
処理をステップＳ１４に進める。
【００７９】
ステップＳ１２において、画像処理部１２は、処理対象のフレームが改変を施すピクチャ
であるか否かを判断する。この判断は、ピクチャに対して改変を施す頻度などに応じて行
うとすればよい。そして、この判断の結果、改変を施すピクチャである場合には、処理を
次のステップＳ１３に進めて、このピクチャに対して改変を施し、改変を施すピクチャで
ない場合には、処理をステップＳ１４に進める。
【００８０】
ステップＳ１４において、画像処理部１２は、１ピクチャ分（すなわち、１フレーム分）
の画像を出力する。
【００８１】
次に、ステップＳ１５において、ＭＰＥＧパーサー１１は、一連のＭＰＥＧストリームに
対する処理が終了したか否かを判断する。この判断の結果、終了している場合には動作を
停止し、終了していない場合には、処理をステップＳ１０に戻して画像処理動作を継続す
る。
【００８２】
以上のようにして、ＭＰＥＧストリームに対してフレームの改変を施す場合には、ピクチ
ャを単位として改変処理を行う。
【００８３】
つぎに、ベースバンドストリームに対してフレームの改変を施す場合におけるＤＶＤプレ
ーヤ１０での一連の処理について、図１２を参照しながら説明する。ここでは、図１３に
示すように、ＭＰＥＧデコード処理を行うＭＰＥＧデコーダ４０と、ＭＰＥＧデコーダ４
０によって伸張された画像（フレーム）が一時的に記憶されるフレームメモリ４１と、こ
のフレームメモリ４１に記憶されたフレームに対して改変を施す画像処理部４２と、フレ
ームメモリ４１に記憶された一連のフレームを所定の信号方式に変換して出力するビデオ
エンコーダ４３とがＤＶＤプレーヤ１０に備えられているものとする。
【００８４】
この場合に、ＤＶＤ３０に記録されたＭＰＥＧストリームの読み取りが開始されると、Ｄ
ＶＤプレーヤ１０に備えられたＭＰＥＧデコーダ４０によって、このＭＰＥＧストリーム



(12) JP 4265143 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

が伸張され、伸張されたフレームが順次フレームメモリ４１に出力され、このフレームメ
モリ４１に記憶される。
【００８５】
このとき、画像処理部４２は、フレームメモリ４１内に記憶された各フレームに対して、
図１２においてステップＳ２０に示すように、このフレームが改変処理の対象となるフレ
ームか否かを判断する。そして、この判断の結果、改変するフレームである場合には処理
を次のステップＳ２１に進めて、このフレームに対して改変を施し、改変するフレームで
ない場合には処理をステップＳ２２に進める。
【００８６】
ステップＳ２２において、画像処理部４２は、処理対象のフレームをフレームメモリ４１
に対して出力する。次に、ステップＳ２３において、画像処理部４２は、一連のＭＰＥＧ
ストリームに相当するフレームに対する処理を全て終了したか否かを判断する。この判断
の結果、終了している場合には動作を停止し、終了していない場合には、処理をステップ
Ｓ２０に戻して画像処理動作を継続する。
【００８７】
一方、ビデオエンコーダ４３は、フレームメモリ４１に記憶されたフレームを順次読み出
して信号変換処理を行い、外部に出力する。
【００８８】
以上のようにして、ベースバンドストリームに対してフレームの改変を施す場合には、Ｍ
ＰＥＧデコードを行った後のフレームを単位として改変処理を行う。
【００８９】
ところで、上述においては、元のビデオストリーム中に含まれる複数のフレームから選ば
れた１つ或いは複数のフレームに対して、個別に改変を行うとして説明している。しかし
ながら、上述のような構成とすることに限定されるものではなく、元のビデオストリーム
中に含まれる複数のフレームの全てに対して改変を加えるとしてもよい。そこで、以下で
は、全てのフレームに対して改変を加えるとした場合について述べる。
【００９０】
この場合においても、上述と同様に、例えばＤＶＤ３０等の情報記録媒体に対して予め改
変が施されたＭＰＥＧストリームが記録されているとしてもよいし、ＤＶＤプレーヤ１０
側で改変を加えるとしてもよい。また、ＭＰＥＧストリームに対してフレームの改変を施
すとしてもよいし、ベースバンドストリームに対してフレームの改変を施すとしてもよい
。そこで、以下では、全てのフレームに対して改変を加えるとした場合の一例として、図
３及び図５に示したように、予め改変が施されたＭＰＥＧストリームがＤＶＤ３０に記録
されている場合について説明する。
【００９１】
まず、図３に示したように、ＤＶＤ３０に記録された動画像をＤＶＤプレーヤ１０によっ
て読み取り、ＭＰＥＧストリームのままでデジタル信号としてデジタルビデオ記録装置２
０に出力し、このデジタルビデオ記録装置２０内の記録装置２２に複製して記録すること
を想定する。また、ＤＶＤ３０にＭＰＥＧ方式で記録された動画像は、図１４（ａ）に示
すように、全てのピクチャ（フレーム）に対して改変が施されているものとする。
【００９２】
この場合には、ＤＶＤプレーヤ１０からデジタルビデオ記録装置２０に対して動画像がＭ
ＰＥＧストリームのまま直接伝送されるため、ＭＰＥＧデコード或いはＭＰＥＧエンコー
ドは行われない。したがって、デジタルビデオ記録装置２０の記録装置２２には、図１４
（ｂ）に示すように、図１４（ａ）に示した元のＭＰＥＧストリームと同様に、各ピクチ
ャが改変された状態のまま記録される。
【００９３】
この場合においては、デジタル信号により元のＭＰＥＧストリームのままで動画像が伝送
されているため、画像の劣化は生じない。このときの不正な複製の防止は、従来から用い
られているＣＰＲＭ等の各種複製防止技術を用いて行うことができる。
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【００９４】
なお、デジタルビデオ記録装置２０側で、例えば解像度を変更して記録する場合には、誤
差や動きベクトルの補間が行われるが、改変が施された各ピクチャの性質、すなわち不正
な複製の防止効果が損なわれることはない。
【００９５】
つぎに、図５に示したように、ＤＶＤ３０に記録された動画像をＤＶＤプレーヤ１０によ
って読み取り、アナログ信号であるベースバンドストリームに変換した後にデジタルビデ
オ記録装置２０に出力し、このデジタルビデオ記録装置２０内でＭＰＥＧエンコード処理
を行って記録装置２２に記録する場合を想定する。
【００９６】
この場合には、全てのピクチャが改変されているため、図１５（ａ）に示すようなＭＰＥ
Ｇストリームが、ＤＶＤプレーヤ１０内に搭載されたＭＰＥＧデコーダによって変換され
、図１５（ｂ）に示すようなベースバンドストリームとしてデジタルビデオ記録装置２０
に出力される。
【００９７】
そして、デジタルビデオ記録装置２０側に搭載されたＭＰＥＧエンコーダによって、図１
５（ｃ）に示すように、このベースバンドストリームが再度ＭＰＥＧエンコードされる。
このとき、ベースバンドストリームに含まれる全てのフレームが改変されていることから
、確実に画像の劣化が生じることとなる。
【００９８】
なお、上述の説明においては、ベースバンドストリームがアナログ信号により伝送された
場合について説明したが、ベースバンドストリームがデジタル信号により伝送される場合
についても上述と同様にして不正な複製を防止することができる。
【００９９】
つぎに以下では、フレームに対して施す「改変」について、具体的な例を上げながら説明
することとする。
【０１００】
フレームに対して施す改変の第１の例としては、改変前のフレームを構成する少なくとも
１つの画素（ピクセル）の情報を、当該画素の近傍に位置する画素の情報と入れ替えるこ
とを挙げることができる。これにより、改変を加えたフレームを含むビデオストリームを
ＭＰＥＧ方式によりエンコードする際に、改変を加えたフレームが動き補償を阻害し、こ
れによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化が生じる。
【０１０１】
なお、この第１の例における改変を加えるに際して、情報を入れ替える画素の数は、エン
コード時に予測による圧縮を十分に困難とする程度以上とすることが必要となる。ただし
、情報を入れ替える画素の数を増やしすぎると、このフレーム自体の画質の劣化が目立ち
始め、視覚的な影響が生じてしまう。したがって、情報を入れ替える画素の数は、これら
の範囲で決定すればよい。
【０１０２】
また、フレームに対して施す改変の第２の例としては、改変前のフレームのうちの少なく
とも一部を変形させることを挙げることができる。これにより、改変を加えたフレームを
含むビデオストリームをＭＰＥＧ方式によりエンコードする際に、改変を加えたフレーム
が動き補償を阻害し、これによって予測による圧縮を困難にして画質の劣化が生じる。
【０１０３】
このとき、フレーム内の所定の領域だけを変形させるとしてもよいし、フレームを全体的
に変形させるとしてもよい。また、変形を加える位置は、１カ所だけに限定されるもので
はなく、フレーム内の複数の領域を変形させるとしてもよい。この第２の例における変形
は、ひねり、歪み、或いは傾斜など、各種の変形を微少な量だけフレームに対して加える
ことにより実現することができる。
【０１０４】
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また、複数の連続したフレームに対して変形を加えるに際しては、例えば図１６に示すよ
うに、連続的に変形の度合いを変化させるとしてもよい。これにより、視覚的な影響を増
大させることなく、大きな変形を加えることができ、エンコード時の動き補償を十分に阻
害して、予測による圧縮を確実に困難なものとすることができる。
【０１０５】
また、フレームに対して施す改変の第３の例としては、改変前のフレームにおける色差信
号にノイズを付与することを挙げることができる。以下ではこの場合について説明する。
【０１０６】
ここで、改変を施すフレームにおける１次元方向（例えば横軸方向）の輝度信号（Ｙ）と
色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）との例を、図１７に示す。このとき、改変を施す前の波形が、
輝度信号と色差信号とで図１７に示すように階段状の波形であるものとする。このような
フレームに対して改変を施すに際しては、図１７に示すように、輝度信号（Ｙ）はそのま
まで、色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）の波形に高周波数帯域のノイズを付与する。
【０１０７】
なお、人間の視覚は、色の高域信号に対して鈍感であるため、上述のようにして付与した
ノイズ分の変化は、感知しにくいか、或いは全く感知できないものとなる。
【０１０８】
ここで、このようにして色差信号にノイズが付与されたビデオストリームに対して、ＭＰ
ＥＧエンコードを行う場合を考える。なお、ＭＰＥＧエンコード時に、エンコード対象と
されているフレーム（エンコード中のフレーム）の輝度信号（Ｙ）及び色差信号（Ｃｂ，
Ｃｒ）と、このエンコード中のフレームがエンコードに際して参照する元のフレーム（リ
ファレンスフレーム）の輝度信号（Ｙ）及び色差信号（Ｃｂ，Ｃｒ）との一例を、図１８
に示す。
【０１０９】
図１８に示した波形において、エンコード中のフレームとリファレンスフレームとの輝度
信号を比較すると、水平方向に僅かにずれているだけであるため、リファレンスフレーム
の波形を破線で挟んで示す部分が、エンコード中の波形を挟んで示す部分に一致する。し
たがって、エンコード時には、この２つの部分の位置の差を動きベクトルとして生成すれ
ばよいこととなる。
【０１１０】
ところが、色差信号についてエンコード中のフレームとリファレンスフレームとを比較す
ると、後から付与したノイズが一致しないため、同様にして破線で挟んで示す部分を比べ
ると大きな差が生じていることが分かる。なお、図１８において破線で挟んで示す部分を
抜粋して並べたものを、図１９に図示する。
【０１１１】
したがって、色差信号については、この大きな差を誤差信号としてＭＰＥＧストリームに
記録する必要が生じてしまう。このように、色差信号にノイズを付与することによって、
予測によるデータ量の圧縮を効率よく行うことを阻害することができる。これにより、エ
ンコード後のＭＰＥＧストリームにおけるデータ量を、著しく増大させることができる。
このため、特にＭＰＥＧストリームの転送ビットレートに制限がある場合には、エンコー
ド後の画質が著しく劣化することとなる。
【０１１２】
なお、上述の説明においては、輝度信号及び色差信号における１次元方向の波形について
説明したが、実際にビデオストリーム中のフレームに対して色差信号にノイズを付与する
場合には、図２０に示すように、２次元的に分散した成分を有するノイズを付与すること
が望ましい。これにより、視覚的な影響が生じることなく、エンコード時における画質の
劣化に対する効果を向上させることができる。なお、図２０においては、フレームに対し
て付与するノイズのうち、正の振幅を付与する領域を白い領域で示し、負の振幅を付与す
る領域を黒い領域で示している。
【０１１３】
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また、このような２次元的な成分を有するノイズとしては、ＭＰＥＧエンコード時に離散
コサイン変換（ＤＣＴ：Discrete cosine transform）を行ったときに、図２１に示すよ
うに、所定の領域にパワーが集中するものを選択することができる。これにより、上述し
たように２次元的な成分を有するノイズをＭＰＥＧストリームに挿入することを容易とす
ることができる。
【０１１４】
具体的には、例えば図２２に示すように、ＭＰＥＧエンコードを行う際に、各フレーム毎
の差分を抽出し、ＤＣＴを行った後で、特定の係数を入れ替えることによって、フレーム
にノイズ成分を極めて簡便且つ効果的に挿入することが可能となる。
【０１１５】
また、例えば図２３に示すように、例えばトランスポートストリームやエレメンタリスト
リームといった形とされたＭＰＥＧストリームに対しても、リアルタイムでノイズ成分を
挿入することも容易である。すなわち、このようなＭＰＥＧストリームをＤＣＴ係数まで
デコードした後に、特定の係数を入れ替えて、再びＭＰＥＧエンコードを行ってＭＰＥＧ
ストリームを生成する。このとき、図中において斜線部で示す右下のＤＣＴ係数が、ＭＰ
ＥＧでのスキャン順で最後になるので、最も入れ替えが容易である。また、本方式での効
果も大きい。
【０１１６】
なお、本例において加えるノイズのレベルは、元のフレームを２５６階調のグレースケー
ルとして考えると、２０～３０階調程度に相当するレベルとすることが望ましい。これに
より、視覚的な影響が生じることがなく、十分に不正な複製を防止することが可能となる
。
【０１１７】
また、ＭＰＥＧストリームにおいては、いわゆる４：２：０方式により色のコンポーネン
トが記録されているため、色に割り当てられている情報量が多い。したがって、上述した
ようにして色差信号にノイズを付与する方法のみならず、他の各種手法により、視覚的な
影響を無視できる程度で、且つ再エンコード時に画質の劣化を招くような改変を加えると
してもよい。具体的には、例えば、色差信号を予め量子化しておくことや、印刷技術で用
いられているように色分解を行うことなどの手法が考えられる。
【０１１８】
なお、上述においては、「フレーム」に対して改変するとして説明したが、フレームを構
成する「フィールド」（偶数フィールドと奇数フィールド）に対して改変を施すとしても
よい。
【０１１９】
つぎに、「フレーム」に対して施す「改変」のその他の例、および、「フィールド」に対
して施す「改変」の具体例について説明する。
【０１２０】
前述したように、フレームに対して「改変」を施す場合、２次元的に分散した成分を有す
るノイズを付与することが望ましい。これにより、視覚的な影響が生じることなく、エン
コード時における画質の劣化に対する効果を向上させることができる。２次元的な成分を
有するノイズとして先に図２０を参照して説明したように、正の振幅、および負の振幅を
付与する領域を交互に配置する構成例があるが、さらに、サイン波を用いる方法がある。
【０１２１】
具体的には、輝度信号（Ｙ）フレームと、色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）フレーム中の色差信
号（Ｃｂ及びＣｒ）フレームに対して、図２４に示す構成に従って、Ｃｂフレーム、Ｃｒ
フレームの２次元平面にサイン波を加算して、フレームの改変を施す。
【０１２２】
図２４において、フレーム入力手段１１１は、動画像を構成するフレーム中の、Ｃｂフレ
ームまたはＣｒフレーム１０１を選択して重畳処理手段１０３としての加算手段に対して
出力し、高周波帯域信号生成手段１１２は、ＣｂフレームまたはＣｒフレーム１０１とほ



(16) JP 4265143 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

ぼ同様の平面領域に広がる２次元平面に広がるサイン波信号１０２を重畳処理手段１０３
としての加算手段に出力する。重畳処理手段１０３は、ＣｂフレームまたはＣｒフレーム
１０１と２次元平面に広がるサイン波信号１０２との重畳処理を実行し、改変された改変
フレーム（ＣｂまたはＣｒ）１０４を出力する。
【０１２３】
サイン波からなる２次元の高域信号の具体的な例としては、垂直、水平方向の原点からの
距離をＹ，Ｘで表し、サンプル点間の距離を１に正規化して、信号の強度を０－２５５の
正の値で表した場合、信号：Ｓとして下式によって示されるサイン波が適用可能である。
Ｓ＝Ａ×Ｓｉｎ（（π×Ｘ）×ｎ＋π×Ｙ）
……（式ａ１）
なお、上記式において、Ａは振幅を表し、Ａ≒２０～３０、ｎは水平方向の周波数がサン
プル周波数の何倍であるかを表す数値であり、ｎ≒０．９～０．６、とする設定が好まし
い。
【０１２４】
上記式によって示される信号Ｓをフレーム領域であるＸＹ平面上において発生させてフレ
ーム領域に広がるサイン波信号１０２を生成し、ＣｂフレームまたはＣｒフレーム１０１
に対して重畳処理手段１０３によって重畳し、改変フレーム（ＣｂまたはＣｒ）１０４を
出力する。このように２次元的に分散した成分を有するノイズの付与により、視覚的な影
響の発生を抑制することが可能となる。
【０１２５】
このような２次元的に分散したノイズの付与による効果について、図２５乃至図２７を参
照して説明する。
【０１２６】
改変処理は、ＣｂフレームまたはＣｒフレームの一方または双方に対して２次元的に実行
され、改変処理を施すフレームにおける輝度信号（Ｙ）と色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）の各
フレームにおけるＸ軸またはＹ軸方向の信号波形が図２５（ａ）の形状であったとする。
横軸がＸ軸またはＹ軸方向の位置、縦軸が信号レベルを示す。輝度信号（Ｙ）には、ノイ
ズを加えず、上記式に従った信号：Ｓ、すなわち２次元的に分散したサイン波等の高周波
信号を色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）の各フレームに付加することにより、図２５（ｂ）に示
すように、色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）の各フレームは、サイン波形状の信号が重畳した信
号に変化する。
【０１２７】
なお、人間の視覚は、色の高域信号に対して鈍感であるため、上述のようにして（Ｃｂ及
びＣｒ）の各フレームに付与したノイズ分の変化は、感知しにくいか、或いは全く感知で
きないものとなる。
【０１２８】
ここで、このようにして色差信号にノイズが付与されたビデオストリームに対して、ＭＰ
ＥＧエンコードを行う場合を考える。なお、ＭＰＥＧエンコード時に、エンコード対象と
されているフレーム（エンコード中のフレーム）の輝度信号（Ｙ）及び色差信号（Ｃｂ，
Ｃｒ）と、このエンコード中のフレームがエンコードに際して参照する元のフレーム（リ
ファレンスフレーム）の輝度信号（Ｙ）及び色差信号（Ｃｂ，Ｃｒ）との一例を、図２６
に示す。
【０１２９】
図２６に示した波形において、（ａ）の輝度信号（Ｙ）に関するエンコード中のフレーム
とリファレンスフレームとを比較すると、水平方向に僅かにずれているだけであるため、
リファレンスフレームの波形を破線で挟んで示す部分が、エンコード中の波形を挟んで示
す部分に一致する。したがって、エンコード時には、この２つの部分の位置の差を動きベ
クトルとして生成すればよいこととなる。
【０１３０】
ところが、（ｂ）に示す色差信号（Ｃｂ，Ｃｒ）についてエンコード中のフレームとリフ
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ァレンスフレームとを比較すると、波形を破線で挟んで示す部分において、後から付与し
たノイズ（サイン波）が一致しないため、（ａ）と同様の対応領域（破線で挟まれた領域
）について、エンコード中のフレームとリファレンスフレーが一致せず、差が生じている
。例えば、（ｂ）に示す色差信号（Ｃｂ，Ｃｒ）についてリファレンスフレームのポイン
トＰａの信号レベル変化は、右肩下がりを示しているが、エンコード中のフレームの対応
位置Ｐａ’は、右肩上がりを示している。また、リファレンスフレームのポイントＰｂの
信号レベル変化は、右肩上がりを示しているが、エンコード中のフレームの対応位置Ｐｂ
’は、右肩上がり部分にある。
【０１３１】
このように、色差信号（Ｃｂ，Ｃｒ）については、エンコード中のフレームとリファレン
スフレームが一致しない。したがって、色差信号については、この差を誤差信号としてＭ
ＰＥＧストリームに記録する必要が生じてしまう。このように、色差信号にノイズを付与
することによって、予測によるデータ量の圧縮を効率よく行うことを阻害することができ
る。これにより、エンコード後のＭＰＥＧストリームにおけるデータ量を、著しく増大さ
せることができる。このため、特にＭＰＥＧストリームの転送ビットレートに制限がある
場合には、エンコード後の画質が著しく劣化することとなる。
【０１３２】
なお、上述の例においては、２次元的に分散したサイン波を色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）の
各フレームに付加する例を示したが、サイン波に限らず、高周波帯域信号、すなわち、Ｍ
ＰＥＧエンコード時に離散コサイン変換（ＤＣＴ：Discrete cosine transform）を行っ
たときに、先に説明した図２１に示すように、所定の領域にパワーが集中する様々な高周
波帯域信号をノイズ信号として選択することが可能である。このような高周波信号を適用
することにより、人間の目によるノイズ分の変化が感知しにくいか、或いは全く感知でき
ないものとなり、一方、上述したように、ノイズ成分の影響により、予測によるデータ量
の圧縮が阻害され、エンコード後のＭＰＥＧストリームにおけるデータ量を、著しく増大
させることが可能となる。例えば高周波帯域信号としては、正弦波、三角波、矩形波等が
適用可能である。
【０１３３】
また、重畳処理手段１０３の実行する高周波帯域信号の重畳処理においては、動画像デー
タを構成するフレーム間の画像データの動きに応じて移動する高周波帯域信号を重畳する
処理、あるいは動画像データを構成する各フレームにおいて、固定化された高周波帯域信
号を重畳する処理のいずれかを選択して実行し、視覚的に目立ち難い態様での高周波帯域
信号の重畳を行なうことが好ましい。
【０１３４】
また、重畳処理手段１０３は、重畳処理を実行するフレーム中の画素の輝度、または彩度
に応じた強度変化を持つ高周波帯域信号の重畳、例えば、輝度の低い部分には高強度、彩
度の高い部分には、低強度の信号を重畳する等の強度調整を実行することで、視覚的に目
立ち難い態様での高周波帯域信号の重畳が可能となる。
【０１３５】
次に、フレームを構成する「フィールド」である偶数フィールドと奇数フィールドに対し
て改変を施す具体例について説明する。
【０１３６】
ＮＴＳＣ信号など使用されるインタレース走査方式においては、１つのフレームが２つの
フィールドから構成される。図２７に示すように、第１フィールドから構成されるフレー
ム画像と、第２フィールドから構成されるフレーム画像が１つずつ組み合わされて１フレ
ーム画像が構成される。
【０１３７】
輝度信号（Ｙ）と色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）の各フレームのそれぞれがこのような２つの
フィールドによって１フレームが形成される構成において、ＣｂフレームまたはＣｒフレ
ームの一方、または両方について、第１フィールドと第２フィールドの色を変更する「改
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変」構成について説明する。
【０１３８】
輝度信号（Ｙ）と色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）は、ＲＧＢ信号に対して、例えば以下の式に
よって示す値をとるものとする。
Ｙ＝０．２９９９Ｒ＋０．５８７Ｇ＋０．１１４Ｂ
Ｃｒ＝０．７１３（Ｒ－Ｙ）＋１２８
Ｃｂ＝０．５６４（Ｂ－Ｙ）＋１２８
……（式ａ２）
【０１３９】
このとき、Ｃｂ，Ｃｒ各コンポーネントについて、あるピクセルの第１フィールドのオリ
ジナル値がａであり、隣接する第２フィールドのオリジナル値がｂであったとする。ただ
し、ａ，ｂは画素信号レベルを示し、上記式に示す範囲の値をとり得るものとする。この
時、「改変」処理として画素の値を、図２８（ａ）に示すような設定とする。すなわち、
以下のように設定する。第１フィールドの改変処理後の色差信号値をａ’、第２フィール
ドの改変処理後の色差信号値をｂ’とする。
ａ’＝１２８
ｂ’＝ｂ＋（ａ－１２８）
……（式ａ３）
【０１４０】
すなわち、第１フィールドの色差信号値を一律にａ’＝１２８にして、隣接する第２フィ
ールドの値を第１フィールドの値の増加分を調整した値：ｂ’＝ｂ＋（ａ－１２８）とし
て設定する。オリジナル値の第１フィールドと第２フィールドの加算値はａ＋ｂであり、
第１フィールドと第２フィールドの改変後の加算値もａ’＋ｂ’＝１２８＋ｂ＋（ａ－１
２８）＝ａ＋ｂであり、全体としてバランスは調整されることになり、視覚的な影響は小
さく抑えられる。
【０１４１】
あるいは、図２８（ｂ）に示すような設定とする。すなわち、以下のように設定する。第
１フィールドの改変処理後の色差信号値をａ’、第２フィールドの改変処理後の色差信号
値をｂ’とする。
ａ’＝ａ＋α
ｂ’＝ｂ－α
……（式ａ４）
【０１４２】
すなわち、第１フィールドの色差信号値を一律にα加算し、ａ’＝ａ＋αとし、隣接する
第２フィールドの値を第１フィールドの値の増加分を減算した値：ｂ’＝ｂ－αとして設
定する。オリジナル値の第１フィールドと第２フィールドの加算値はａ＋ｂであり、第１
フィールドと第２フィールドの改変後の加算値もａ’＋ｂ’＝ａ＋α＋ｂ－α＝ａ＋ｂで
あり、全体としてバランスは調整されることになり、視覚的な影響は小さく抑えられる。
【０１４３】
上述の第１フィールドと第２フィールドの色差信号値変更としての「改変」処理を実行す
る画像処理装置構成について、図２９を参照して説明する。フィールドデータ入力手段１
２１は、上述したインターレース画像を構成する第１フィールド、第２フィールドデータ
をそれぞれ改変値設定手段１２２に入力する。改変値設定手段１２２は、予め設定された
改変値設定式、例えば上述の（式ａ３）または（式ａ４）に従って、各フィールドの改変
値を設定し、改変処理実行手段１２３が、改変値設定手段１２２の算出した値に基づいて
、色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）の各フィールド値の設定処理を実行し、フィールドデータ出
力手段１２４を介して改変値からなるフィールドデータを出力する。
【０１４４】
通常の自然画像は近隣ピクセル間の相関が大きいのでフレーム構造でエンコードすると高
い圧縮率が得られる。このためエンコーダーは通常フレーム構造でのエンコードを選択す



(19) JP 4265143 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

る。しかし、上述のフィールド毎の「改変」処理を実行すると、１フレームにおいて、第
１フィールドと第２フィールドの色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）が乖離することとなり、Ｃｂ
，Ｃｒ各コンポーネントについての信号レベルは図３０に示すように、信号レベルの差の
大きいラインが入れ子になることになる。
【０１４５】
このため前述の例と同じく、輝度信号（Ｙ）を元に動きベクトルを求ようとしても、輝度
信号（Ｙ）に基づく対応ブロックにおいて、色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）各コンポーネント
についての相関が低下し、対応するブロックにおける相関が得難くなり、この差を誤差信
号としてＭＰＥＧストリームに記録する必要が生じてしまう。このように、色差信号にノ
イズを付与することによって、予測によるデータ量の圧縮を効率よく行うことを阻害する
ことができる。これにより、エンコード後のＭＰＥＧストリームにおけるデータ量を、著
しく増大させることができる。このため、特にＭＰＥＧストリームの転送ビットレートに
制限がある場合には、エンコード後の画質が著しく劣化することとなる。
【０１４６】
さらに、複数画素からなる画素（ピクセル）領域単位での「改変」処理例について、図３
１を参照して説明する。図３１（ａ）は、近隣ピクセルの色差情報（Ｃｂ及びＣｒ）の少
なくともいずれかを１ピクセルに集めるように画像を加工する例である。ここでは色差信
号：Ｃｂ及びＣｒの許容値の範囲を１６から２４０とし、無色となる中間値を１２８とす
る。
【０１４７】
図３１（ａ）の例について説明する。隣接４ピクセルそれぞれのオリジナルの色差信号値
をａ，ｂ，ｃ，ｄとし、改変後の改変色差信号値をａ’，ｂ’，ｃ’，ｄ’とする。改変
処理の第１ステップは、隣接４ピクセルの内の３ピクセルの値を１２８に設定する処理で
ある。すなわち、
ａ’＝１２８
ｂ’＝１２８
ｃ’＝１２８
とする。
【０１４８】
さらに、残りの１つのピクセルについて、信号値を下記式によって設定する。
ｄ’＝ｄ＋（ａ－１２８）＋（ｂ－１２８）＋（ｃ－１２８）
……（式ａ５）
【０１４９】
すなわち、信号値を１２８に設定した３ピクセルについて、元の信号値ａ，ｂ，ｃと改変
設定値：１２８との差分の和を、信号値：ｄに加算し、改変信号値：ｄ’として設定する
。
【０１５０】
オリジナル値の４つのピクセルの色差信号加算値はａ＋ｂ＋ｃ＋ｄであり、改変後の信号
加算値もａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＝１２８＋１２８＋１２８＋ｄ＋（ａ－１２８）＋（ｂ
－１２８）＋（ｃ－１２８）＝ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄであり、全体としてバランスは調整される
ことになり、視覚的な影響は小さく抑えられる。
【０１５１】
なお、上述の（式ａ５）で、ピクセル値：ｄ’の値が１６～２４０に設定されない場合、
すなわち１６未満、あるいは２４０を超える場合は、さらに、以下の調整を実行する。
【０１５２】
Ｄ＝ｄ＋（ａ－１２８）＋（ｂ－１２８）＋（ｃ－１２８）＜１６の場合、
ｄ’＝１６に設定、
ａ’＝１２８－（（１６－Ｄ）／３）
ｂ’＝１２８－（（１６－Ｄ）／３）
ｃ’＝１２８－（（１６－Ｄ）／３）
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【０１５３】
また、Ｄ＝ｄ＋（ａ－１２８）＋（ｂ－１２８）＋（ｃ－１２８）＞２４０の場合、
ｄ’＝２４０に設定、
ａ’＝１２８＋（（Ｄ－２４０）／３）
ｂ’＝１２８＋（（Ｄ－２４０）／３）
ｃ’＝１２８＋（（Ｄ－２４０）／３）
【０１５４】
上記処理を施した場合も、改変後の信号加算値は、ａ’＋ｂ’＋ｃ’＋ｄ’＝ａ＋ｂ＋ｃ
＋ｄであり、全体としてバランスは調整されることになり、視覚的な影響は小さく抑えら
れる。
【０１５５】
図３１（ｂ）は、近隣ピクセルの色差情報を許される範囲で出来るだけ大きく離すように
画像を加工する例である。ここでは許される値の範囲を１６から２４０、無色となる中間
値を１２８とする。図３１（ｂ）に示す例について説明する。隣接２ピクセルそれぞれの
オリジナルの色差信号値をａ，ｂとし、改変後の改変色差信号値をａ’，ｂ’とする。ま
ず、隣接２ピクセルの信号値の加算データ：（ａ＋ｂ）が２５６以下であるかを判定する
。
【０１５６】
（ａ＋ｂ）≦２５６の場合には、
一方の改変色差信号値をａ’＝１６として設定し、
他方の改変色差信号値をｂ’＝ｂ＋（ａ－１６）として設定する。
【０１５７】
また、（ａ＋ｂ）＞２５６の場合には、
一方の改変色差信号値をａ’＝ａ＋（ｂ－２４０）として設定し、
他方の改変色差信号値をｂ’＝２４０として設定する。
【０１５８】
上述の画素単位での改変処理においても、隣接２画素の色差信号のオリジナルの値の加算
値：ａ＋ｂに対して、改変後の色差信号の加算値：ａ’＋ｂ’＝ａ＋ｂであることが保証
され、全体としてバランスは調整されることになり、視覚的な影響は小さく抑えられる。
【０１５９】
上述の複数の画素からなる単位画素領域において、色差信号変更としての「改変」処理を
実行する画像処理装置構成について、図３２を参照して説明する。フレームデータ入力手
段１３１は、動画像を構成するフレーム画像を単位画素領域設定手段１３２に入力する。
単位画素領域設定手段１３２は、例えば図３１（ａ）のように４画素、あるいは図３１（
ｂ）のように２画素の隣接画素を、あらかじめ定めた設定に従って、単位画素領域として
設定する。改変処理実行手段１３３は、単位画素領域設定手段１３２の設定した単位画素
領域について、予め設定された改変値設定式、例えば上述の（式ａ５）または図３１（ｂ
）に対応する処理に従って、各画素の改変値の設定処理を実行し、フレームデータ出力手
段１３４を介して改変値からなるフレームデータを出力する。
【０１６０】
上述の画素単位領域毎の改変処理は、要約すると以下の２つの処理ステップを実行するも
のとしてまとめることができる。すなわち、動画像データを構成し、輝度信号および色差
信号成分を含む画素データからなるフレーム画像の色差信号成分フレームに対して、色差
信号成分フレームの複数の隣接画素からなる領域を単位画素領域として設定する単位画素
領域設定ステップと、単位画素領域に含まれるｎ個の画素のオリジナル信号値をａ１～ａ
ｎとし、それぞれの改変信号値をａ１’～ａｎ’としたとき、改変信号値の加算値：Σａ
ｋ’（ただしｋ＝１～ｎ）をオリジナル信号値の加算値：Σａｋ（ただしｋ＝１～ｎ）と
等価、すなわち、Σａｋ’＝Σａｋとなる設定の下に各隣接画素の色差信号値の変更処理
を実行する改変処理ステップである。
【０１６１】
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このような単位画素単位での色差信号値の変更による改変処理を行なうことで、前述の例
と同じく、輝度信号（Ｙ）を元に動きベクトルを求ようとしても、輝度信号（Ｙ）に基づ
く対応ブロックにおいて、色差信号（Ｃｂ及びＣｒ）各コンポーネントについての相関が
低下し、対応するブロックにおける相関が得難くなり、この差を誤差信号としてＭＰＥＧ
ストリームに記録する必要が生じてしまう。従って、データ圧縮の効率化を阻害すること
ができる。これにより、エンコード後のＭＰＥＧストリームにおけるデータ量を増大させ
ることができる。このため、特にＭＰＥＧストリームの転送ビットレートに制限がある場
合には、エンコード後の画質が著しく劣化することとなる。
【０１６２】
以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本発
明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明である
。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべき
ではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参酌
すべきである。
【０１６３】
なお、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、ある
いは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実行
する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込まれ
たコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実行
可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である。
【０１６４】
例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（Read Only Memory)に
予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフレキシブルディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)，ＭＯ(Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ(Dig
ital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、一
時的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記録
媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【０１６５】
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインスト
ールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ(Local A
rea Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で転
送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを受信し、内蔵する
ハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１６６】
なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず、
処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行されて
もよい。
【０１６７】
【発明の効果】
本発明においては、ビットストリームに含まれる単位グループのうちの少なくとも１つの
フレームが、アナログ信号に変換した後に再び上記動画像圧縮方式に従ってエンコードし
た際に、動き補償を阻害し、これにより予測による圧縮を困難にして画質の劣化を招くよ
うに改変されている。したがって、アナログ方式に変換後に再度エンコードを行うことに
よる不正な複製を防止することができる。なお、デジタル方式の信号を介しての複製は、
従来から利用されているＣＰＲＭなどの技術を用いればよい。このため、本発明によれば
、不正な複製を確実に防止して、著作権の保護に貢献することができる。また、本発明に
おいては、フレームに加える改変が視覚的な影響が無視できる程度であることから、複製
をせずに視聴する場合には違和感が生じない。
【０１６８】
また、本発明の構成によれば、フレーム単位またはフィールド単位、あるいは画素領域単
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位による色差信号に改変を加える構成とし、動画像圧縮方式に従ってエンコードした際に
、輝度信号に対応するブロックにおける色差信号の相関を低下させる構成としたので、動
きベクトルの取得が困難となり、予測符号化が困難になり、データ圧縮の効率化を阻害す
ることができ、エンコード後のＭＰＥＧストリームにおけるデータ量を増大させることが
できる。このため、特にＭＰＥＧストリームの転送ビットレートに制限がある場合には、
エンコード後の画質が著しく劣化することとなり、不正な複製防止、著作権保護に貢献す
ることができる。
【０１６９】
したがって、本発明によれば、動画像の不正な複製を確実に防止することを可能とするデ
ジタル信号出力方法、及びデジタル信号出力装置を実現することができる。また、不正な
複製を確実に防止することが可能な形で動画像が記録されてなる情報記録媒体を実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用して不正な複製を防止する機器として例示するＤＶＤプレーヤと、
このＤＶＤプレーヤに接続されるデジタルビデオ記録装置とを示す概略図である。
【図２】同例において、不正な複製が防止される仕組みを説明するための模式図である。
【図３】本発明を適用して不正な複製を防止する状態で動画像が記録されたＤＶＤと、こ
のＤＶＤから動画像を複製する機器の接続例を示す概略図である。
【図４】同例において、ＭＰＥＧストリームが機器間で直接伝送される場合を説明するた
めの模式図である。
【図５】本発明を適用して不正な複製を防止する状態で動画像が記録されたＤＶＤと、こ
のＤＶＤから動画像を複製する機器の別の接続例を示す概略図である。
【図６】同例において、ＭＰＥＧストリームがベースバンドストリームに変換されて機器
間で伝送される場合を説明するための模式図である。
【図７】本発明を適用して、ＤＶＤに記録された動画像に改変を加えた上で、機器間で動
画像が伝送される場合の接続例を示す概略図である。
【図８】同例において、ＭＰＥＧストリームが機器間で直接伝送される場合を説明するた
めの模式図である。
【図９】本発明を適用して、ＤＶＤに記録された動画像に改変を加えた上で、機器間で動
画像が伝送される場合の別の接続例を示す概略図である。
【図１０】同例において、ＭＰＥＧストリームがベースバンドストリームに変換されて機
器間で伝送される場合を説明するための模式図である。
【図１１】本発明を適用して、ＭＰＥＧストリームに対して直接改変を加える場合におけ
る手順の一例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明を適用して、ベースバンドストリームに対して直接改変を加える場合に
おける手順の一例を示すフローチャートである。
【図１３】同例を実際に実現するために、機器に備えられる構成を示す概略図である。
【図１４】本発明を適用して、ビデオストリームに含まれる全フレームに対して改変が加
えられた場合における機器間での伝送を説明するための模式図である。
【図１５】本発明を適用して、ビデオストリームに含まれる全フレームに対して改変が加
えられた場合における機器間での伝送を説明するための模式図である。
【図１６】本発明を適用して、ビデオストリームに含まれる複数のフレームに対して連続
的な変形を加える場合の例を示す模式図である。
【図１７】本発明を適用して、色差信号にノイズを付与する場合の例について説明する模
式図である。
【図１８】同例において、再エンコードが行われる際のリファレンスフレームとエンコー
ド中のフレームとの信号波型を示す模式図である。
【図１９】同例において、リファレンスフレームとエンコード中のフレームとの波形の差
分を抽出した状態を示す模式図である。
【図２０】本発明を適用して、改変を加えるフレームに対して２次元的なノイズを加える
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【図２１】同例において、改変が加えられたフレームに対してＤＣＴ変換を行った状態を
示す模式図である。
【図２２】同例において、ＭＰＥＧエンコードを行う際にＤＣＴ変換を行った後に係数の
入れ替えを行うことによりノイズを付与する場合の例について説明する模式図である。
【図２３】同例において、ＭＰＥＧストリームに対して係数の入れ替えを行うことにより
ノイズを付与する場合の例について説明する模式図である。
【図２４】高周波信号の重畳によるノイズ付加構成を示すブロック図である。
【図２５】本発明を適用して、色差信号にノイズを付与する場合の例について説明する模
式図である。
【図２６】同例において、再エンコードが行われる際のリファレンスフレームとエンコー
ド中のフレームとの信号波型を示す模式図である。
【図２７】インタレース走査方式におけるフィールドおよびフレーム構成について説明す
る図である。
【図２８】本発明を適用して、各フィールドの色差信号を改変する場合の例について説明
する模式図である。
【図２９】本発明を適用して、各フィールドの色差信号の改変を実行する画像処理装置構
成について説明する模式図である。
【図３０】本発明を適用して、各フィールドの色差信号を改変する場合の例について説明
する模式図である。
【図３１】本発明を適用して、複数画素からなる画素領域の色差信号を改変する場合の例
について説明する模式図である。
【図３２】本発明を適用して、複数画素からなる画素領域の色差信号の改変を実行する画
像処理装置構成について説明する模式図である。
【符号の説明】
１０　ＤＶＤプレーヤ
１１　ＭＰＥＧパーサー
１２　画像処理部
１３　ＭＰＥＧデコーダ
１４　ＮＴＳＣエンコーダ
２０　デジタルビデオ記録装置
２１　ＭＰＥＧエンコーダ
２２　記録装置
３０　ＤＶＤ
１０１　ＣｂフレームまたはＣｒフレーム
１０２　サイン波信号
１０３　重畳処理手段
１０４　改変フレーム
１１１　フレーム入力手段
１１２　高周波帯域信号生成手段
１２１　フィールドデータ入力手段
１２２　改変値設定手段
１２３　改変処理実行手段
１２４　フィールドデータ出力手段
１３１　フレームデータ入力手段
１３２　単位画素領域設定手段
１３３　改変処理実行手段
１３４　フレームデータ出力手段
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